	廃　棄　願
＜廃棄の手順＞（要確認）
1 事前相談・届出記入
技術企画総務課へ相談し、「廃棄願い」を記入（相談時の物品持ち込みはお控えください。）
2 責任者署名　管理責任者（教員or管理職）が現物確認のうえ、フルネームで署名 
3 承認取得　技術企画総務課の承認を得る 
4 搬出　技術総務課で鍵を借用し、56号館北側粗大ごみ置場へ搬入

＜廃棄の注意＞（要確認）
・資産登録物品は資産除去手続後に廃棄
・リサイクル家電／PC／プリンターは廃棄不可（不要PC回収は年3回あり）
・薬品／電池／スプレー缶／油等は「環境保全センター利用のてびき」に従って廃棄
・フロン含有機器（チラー等）は事前に窓口相談（フロン有無・充填量を明示）
・無断廃棄禁止（違反時は法令により管理者が処罰対象）


	申請年月日
	　年　　　　月　　　　日

	部屋番号
	号館　　　階　　　室
	申請区分
	研究室・事務所

	申請箇所名
	（学部学科・研究室名or職場名） 　　 

	管理責任者名
	（直筆でご記入下さい）

	持込者資格
	教員　・　職員　・　研究員　・　学生(D・M・B　　　)

	持込者名
	
	

	メールアドレス
	@
	内線：

	廃 棄 物 名
	数 量
	サ イ ズ(cm)
	重量(kg)
	備　　考
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	受付印

	

	技術企画総務課記入欄

	


＜お問合せ先＞
理工センター技術部技術企画総務課（内線：73-8020）
受付時間　平日9:00～17:00（土日・祝祭日および大学指定の休日を除く）2026.5.修正
